
 

通商分野でのイッシューベースの複数国間合意（プルリ合意）について 

 

 

ＷＴＯドーハラウンドは開始以来１１年（ウルグアイラウンド終結からは１９

年）を経て混迷状態にある。 

この結果、貿易自由化・ルール作りの主要なツールとしてＦＴＡが使われ、Ｆ

ＴＡ競争が激化している。 

昨年１２月の第８回ＷＴＯ閣僚会議でも、ラウンド終結の見通しは依然として

全く立っていない。 

他方で、閣僚会議の結果には、ポジティブな側面もある。 

ラウンドについて、既存のアプローチではうまくいかないとの基本認識が共有

されたこと、 

また、案件毎に異なったスピードで処理する可能性が受容されたことは意義が

大きい。 

今後、ラウンドの、コンセンサスによる意思決定とシングルアンダーテーキン

グ（包括受諾）の制約が緩めば様々な動きが出てくることが予想される。 

ＷＴＯの歴史を振り返ると、１９９６年から９７年に、ＩＴＡ（情報通信合意）、

テレコミサービス合意、金融サービス合意という大きな成果が生まれているが、

これらは、イッシューベースのプルリ合意（pluri-lateral agreement)である。 

また、最近では、日本が提唱した模倣品・海賊版の防止に関するＡＣＴＡ

（Anti-counterfeiting Trade Agreement）が、ＷＴＯ外のプルリ合意として成

立した。 

第８回閣僚会議の結果とＡＣＴＡの成立を受けて、今後通商分野でのプルリ合

意の必要性が急速にクローズアップされる可能性が大きい。 

今年に入り、例えばＩＴＡの品目拡大や、サービス分野でのプルリに向けて、

活発な議論が開始されている。 

イッシューベースのプルリ合意は、ＦＴＡと並んでＷＴＯを補完する貿易自由

化・ルール作りの重要な手段であり、本稿では、通商ルールのグローバルガバ

ナンスの観点から、その必要性と歴史、特徴と制約、今後の可能性等について

総合的に見ていくこととする。 
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通商分野でのイッシューベースの複数国間合意（プルリ合意）につ

いて 

                    ２０１２．４. ２ 

                    ＳＦ 中富道隆 

 

Ⅰ 問題意識・・・・なぜプルリ合意なのか 

本稿では、通商分野でのプルリ合意についてとりあげる。プルリ合意とは、複

数国間合意のことであり、英語では pluri-lateral agreement のことである。 

ＦＴＡがいわば国ベースのプルリ合意であるのに対し、ここでのプルリ合意は

イッシューベースのプルリ合意について述べることとする。 

今日、イッシューベースのプルリ合意の重要性が急速にクローズアップされて

いるが、その背景とプルリ合意の今後の可能性、進むべき方向について見てい

くこととしたい。 

 

１ ＷＴＯ・ドーハラウンドの低迷 

我が国は、従来からガット・ＷＴＯに体現されるマルチの通商ルールによって

大きく裨益しており、ガット・ＷＴＯシステムを支えることを通商政策の基礎

としてきた。しかしながら、ＷＴＯ及びドーハラウンドは大きな危機に直面し

ている1。この現状とプルリ合意の重要性は深く関係している。 

 

１）遅さと狭さ2 

ＷＴＯのラウンド（包括的貿易交渉の枠組み）には２つの大きな問題がある。

その「遅さ」と「狭さ」である。 

まず、遅さ（slowness）が最大の問題であると言ってもよいだろう。 

既に、１９９３年のウルグアイラウンド決着から１９年、２００１年のドーハ

ラウンド開始から１１年を経過し、ドーハラウンドの決着について見通しがつ

かない状況は、如何に交渉は時間がかかるといっても、ひどすぎる。 

                                                  
1 詳しくは、筆者のＲＩＥＴＩでの提言「ＷＴＯ改革とラウンドの早期終結に向けて」（２０１

１．１２．０７）参照。 

2 WTO is like a dinosaur living in Lake Ness. It has 2 distinct features....(Unknown) 
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国際経済の急速な変化にＷＴＯはついて行けていない。 

産業界が、紛争解決手段・裁判所としてのＷＴＯの機能は別として、ＷＴＯや

ラウンドに関心を失ってしまっているのも仕方ないところがある。 

もう一つは、狭さ（narrowness）である。 

例えば、投資・競争・環境等の重要イッシューはドーハラウンドのアジェンダ

の外にあり、ラウンドは基本的に、アクセス中心の交渉となっている。 

 

２）１５７か国・全員一致・シングルアンダーテーキングの足かせ 

こうした、ドーハラウンドの遅さと狭さは意思決定メカニズムと深く関係して

いる。 

ドーハラウンドの基礎となっている１５７か国の全員一致とシングルアンダー

テーキング（一括受諾）の原則は意思決定を困難にしている。 

このようなやり方では、多様なメンバー国による複雑な交渉に当たって解がな

い可能性が強い。 

ウルグアイラウンドまでは、米ＥＵ（四極）中心の意思決定であり、また、一

部メンバーのみが受け入れるコードの体系が存在した。 

いわば、国の経済力と意思決定主体とが一致していたとも言える。 

途上国が経済的に力をつける中で、ドーハラウンドでは、多極化する経済構造

と関心の多様化に見合う意思決定メカニズムが作れていない。 

 

３）第８回ＷＴＯ閣僚会議（２０１１年１２月） 

こうした状況の中で、昨年末ジュネーブで第８回ＷＴＯ閣僚会議が開催された。 

この結果については、ネガティブな側面とポジティブにとらえるべき側面とが

ある。 

 まず、ネガティブな側面を見ていこう。 

第１に、ラウンド終結の見通しが依然として全く立っていないこと。 

第２に、今年以降のワークプログラムが定まらなかったこと。 

第３に、保護主義防あつについて十分な合意が得られなかったこと。特に、ス

タンドスティル、ロールバックについて合意が出来なかったことは今後に懸念

を残すこととなった。 

他方で、ポジティブな側面もある。 

第１に、ラウンドについて、既存のアプローチではうまくいかないとの基本認

識が共有されたことは重要である。 

第２に、案件毎に異なったスピードで処理する可能性が受容されたことも意義

が大きい。これは、いわゆるアーリーハーベストの可能性を生むことにつなが

る。これを受けて、プルリの可能性について、様々な議論が開始されとおり、
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これは大きな進展である。 

 

４）先進国と途上国 

ドーハラウンドには、定義として与えられた Development Round のトラウマが

ある。 

まず、その定義上途上国対応が不可欠であり、これなしにラウンドは終われな

い。 

他方で、ＷＴＯにおいては、途上国の定義が存在しない。 

中国、インド、ブラジルは途上国であると主張し、韓国ですら途上国の地位を

主張することがある。 

先進国、とりわけ米国と「先進途上国」との利益対立は深刻である。 

この点については、スーザン・シュワブ論文（Foreign Affairs）3が端的な形で

述べているが、米国は中国、インド、ブラジル等とパリティーのない交渉結果

を受諾する意思はないことを明らかにしつつある。 

 

２ ＦＴＡ競争の激化 

以上見てきたＷＴＯ・ドーハラウンド低迷の結果として、ＦＴＡ・ＲＴＡが通

商ルール作り・自由化の主たるツールとして使われるようになり、現状５００

余のＦＴＡ・ＲＴＡがＷＴＯに通報されている。この傾向には歯止めがかかっ

ていない。 

 

３ ＡＣＴＡの実現 

最近では、我が国が２００５年に提唱した模倣品・海賊版の防止に関するＡＣ

ＴＡ（Anti-counterfeiting Trade Agreement）が米・ＥＵ等主要国の参加を得

て、２０１１年に合意・署名された。これは、ＴＲＩＰＳ協定＋の合意をＷＴ

Ｏの外で実現しようという試みである。 

これが成立したことが、今後のプルリ合意のはずみとなる可能性が大きい。 

   

４ 分極化する通商レジームとグローバルガバナンス 

ドーハラウンド漂流の中で、更にＦＴＡ競争に拍車がかかることは確実である。 

                                                  
3 After Doha -Why the Negotiations Are Doomed and What We Should Do About It: 
Susan C. Schwab (Article on Foreign Affairs 2011 5/6) 
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とりわけ、米韓ＦＴＡ、ＥＵ韓ＦＴＡを先駆けとして、先進国間ＦＴＡ、地域

間ＦＴＡの出現は、ＷＴＯに具体化されているマルチの貿易ルールを undermine

する可能性が出てきている。 

従来から指摘されている原産地規則におけるスパゲティー・ボウル現象のみな

らず、「ルールのスパゲティー・ボウル」が懸念される状況が出てきている。 

国際通商レジームの分極化と、強烈な地域間競争、制度間競争の時代が始まっ

ている。 

その結果、対応の遅い国、途上国は取り残される危険が大きい。 

ＦＴＡは基本的に強者のゲームである。 

特に、今後米国・ＥＵの対応の急速な変化に注意が必要である。 

こうした状況下で、イッシューベースのプルリ合意は過度のＦＴＡ傾斜を抑制

し、将来のマルチルールの基礎を作るポテンシャルと効果を持ちうるものであ

り、通商分野におけるグローバルガバナンスの観点からも意義が大きい。 

 

５ 自由化・ルール作りの重要なツール 

イッシューベースのプルリ合意は、ＷＴＯ・ドーハラウンドの低迷の中で、Ｆ

ＴＡと並び、自由化・ルール作りの重要なツールとして利用可能な手段である。 

ＷＴＯかＦＴＡかという二者択一のアプローチは間違いであり、これと併せて

イッシューベースのプルリ合意についても常に念頭に置いて検討していくこと

が必要である。 

現実に成立したイニシアティブを見れば、このことは明らかである。 

ＩＴＡ（自由化）、ＡＣＴＡ（ルール作り）、金融・テレコミ合意（自由化＋ル

ール作り）の例は、通商分野におけるプルリの重要性を裏付けている。 

ＦＴＡを除けば、１９９５年のＷＴＯ以来の歴史を見ると、重要な通商分野の

合意はプルリ合意であると言って過言ではない4。 

 

Ⅱ プルリ合意とは 

以上プルリ合意の重要性について見てきたが、次に、プルリ合意の定義・必要

性と過去の事例について補足してみたい。 

 

                                                  
4 それでは、何故、１９９６年～９７年のＩＴＡ、金融・テレコミ合意以降大きなプルリ合意が

成立していないのか。皮肉なことではあるが、２００１年までのドーハラウンド立ち上げの準備

と、ラウンド開始後の制約（全員一致とシングルアンダーテーキング）が原因ということであろ

う。 
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１ 定義と必要性 

１）定義 

プルリ合意とは、先に述べたように複数国間の合意のことである。ＦＴＡはい

わば国ベースのプルリ合意であるが、ここでは通商分野におけるイッシューベ

ースのプルリ合意に着目する。 

２国間のもの（例えば投資協定（ＢＩＴ））もあるが、通商ルール作り・自由化

の観点からは、３か国以上のものについて検討することに意味がある。（ＷＴＯ、

ＦＴＡ、イッシューベースのプルリ合意の関係について資料１参照） 

 

２）必要性 

全ての国が、ルール作り・自由化の意思決定に参加し、同一のルールに拘束さ

れるという、ＷＴＯ・ラウンドの基本的な枠組みは、ＷＴＯの普遍性を保証す

る一方で、意思決定の致命的な遅れと硬直性を生んでいる。 

ＷＴＯがグローバリゼーションの課題に柔軟に対処していくためには、ＷＴＯ

加盟国とニーズの多様性に対応すること、variable geometry に対応していくこ

とが不可欠である。 

イッシューベースのプルリ合意は、ＷＴＯの意思決定における欠陥に対応し、

ＷＴＯに大きな刺激を与える可能性がある。 

また、プルリの合意は、将来のＷＴＯルールの基礎を作るポテンシャルがあり、

過度のＦＴＡ競争に対する抑制効果を持つものである。 

 

２ 先例 

次に、プルリ合意の先例を見ていこう。 

 

１）ガット・ＷＴＯ上の複数国間合意5 

①東京ラウンドコード 

ＷＴＯ設立前のプルリ合意として、東京ラウンド諸協定がある。参加は任意で

あり、参加国だけを拘束する協定であって、非ＭＦＮ型である。ＷＴＯ創設に

ともない、以下の協定のうち、民間航空機協定以後の４協定以外は、ＭＦＮ型・

全員参加の協定（Annex1 協定）に移行した。１９９５年のＷＴＯ成立までは、

補助金協定（１８）、アンチダンピング協定（２４）、ＴＢＴ協定（３８）、ライ

センス協定（２６）、関税評価協定（１８）、民間航空機協定（１８）、政府調達

協定（１３）、国際酪農品協定、国際牛肉協定が存在した。（注 括弧内は参加

                                                  
5 資料２参照 
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国数） 

②ＷＴＯ Annex4 協定 

東京ラウンドコードのうち、民間航空機協定、政府調達協定のみが、非ＭＦＮ

型のＷＴＯ Annex4 協定として現存している。 

国際酪農品協定、国際牛肉協定は廃止された。 

 

２）その他の主なプルリ合意 

①情報通信合意（ＩＴＡ）（１９９７） 

コンピュータ、半導体、半導体製造装置、テレコミ機器についての関税撤廃合

意。貿易額約５千億ドルについての関税撤廃合意である。日本の場合、約１０

兆円の製品輸出の９割についての関税が撤廃されることとなった。 

９６年末のＷＴＯシンガポール閣僚会議での合意を受け、参加国が譲許表を改

正し、その結果はガット１条によりＭＦＮベースでＷＴＯ加盟国に均てんされ

ている。 

②金融サービス合意（１９９７） 

③テレコミサービス合意（１９９７） 

②③は、金融・テレコミサービス分野におけるイニシアティブであり、参照文

書（レファレンスペーパー）に合意した参加国（金融（７０）、テレコミ（６９））

が約束表を改正する形をとり、結果はＭＦＮベースでＷＴＯ加盟国に均てんさ

れている。 

④ＡＣＴＡ（２０１１） 

日本発の、模倣品・海賊版防止のためのＷＴＯ外の合意であり、ＴＲＩＰＳ＋

の合意である。２０１０年１０月に大筋合意し、２０１１年１０月には、日本、

米、豪、加、韓、モロッコ、ＮＺ、星の８か国が東京において署名した。（その

後、ＥＣ及びＥＵ加盟国の一部、墨が署名。） 

 

３ ＩＴＡ・ＡＣＴＡと日本の貢献6 

上記のうち、ＩＴＡについては、米ＥＵとともに日本が交渉に深く関与し、そ

の実現、法形式の設定等に大きく貢献した。 

また、ＡＣＴＡについては、日本発のプルリ合意であり、終始日本が交渉をリ

ードした。 

                                                  
6 いずれの交渉にも筆者が深く関与しているが、交渉の経緯と日本の貢献について、詳しくは、

筆者のＲＩＥＴＩペーパー 「プルリの貿易ルールについての検討（ＩＴＡとＡＣＴＡの経験を

踏まえて）」参照。 
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いずれも、今後のイッシューベースのプルリ合意形成の参考となるケースなの

で、是非参考にしてほしい。 

 

Ⅲ ガット・ＷＴＯとプルリ合意 

次に、ガット・ＷＴＯとプルリ合意との関係について更に見ていくこととしよ

う。 

 

１ 東京ラウンドコード 

先に見たように、東京ラウンド時代に、多くのコードが成立し、ＷＴＯ設立ま

で存在した。ガット４７加盟国の全てがコードに参加するのではなく、任意参

加であり、義務は参加国だけが負う形（非ＭＦＮ型）であった。 

他方で、東京ラウンドコードの成立により、ガット加盟国の権利義務関係は影

響を受けないとされた。（理事会決定Ｌ／４９５０） 

   

２ ＷＴＯにおけるプルリ合意 

ウルグアイラウンドの結果、ＷＴＯ加盟国はＴＲＩＰＳ協定・サービス協定を

含め、基本的に全協定を一括受諾することとされた。（例外は、ウルグアイラウ

ンド交渉外の、政府調達協定と民間航空機協定（Annex4 協定）のみ。） 

しかも、違反は、紛争解決手続きの対象とされ、制裁で履行が担保されること

となった。 

これによってＷＴＯ協定の包括性・普遍性が実現される一方、協定の履行につ

いて強い義務づけを加盟国は負うこととなった。 

このことが、途上国の交渉対応の変化を生むことともなった。 

「もうだまされない」「ウルグアイラウンドの二の舞はこりごり」との感覚は、

未だに一部途上国の間に根強く残されており、ドーハラウンドの進展を阻む一

要因となっている。 

 

Ⅳ プルリ合意の特徴 

それでは、イッシューベースのプルリ合意の特徴は何か？ 

プルリ合意には以下の特徴があると考えられる。 

 

１ 分野別課題への対応可能性 
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第１の特徴は、合意を目指す分野やイッシューを自由に選択できることである。

当たり前のように見えるが、ラウンドでは、シングルアンダーテーキングの制

約が働き、特定の分野だけを進めることが困難な状況が続いてきた。昨年末の

第８回閣僚会議の結論を受けて、この点で大きな変化が出ることが期待される。 

 

２ 参加国を選べること 

次に、イッシューベースのプルリは、参加国を選べることに大きな特徴がある。 

 

３ ＷＴＯにおける意思決定の困難を回避できること 

ＷＴＯにおいては、意思決定が原則加盟国全体のコンセンサスで行われるため

に機動的な対応が出来ないのに対し、イッシューベースのプルリ合意では、こ

の制約を逃れる様々な選択肢が生まれる。 

 

４ 新しい産業界のニーズへの早期対応可能性 

イッシューベースのプルリの枠組みは、ラウンドと比較し、より現実的で短期

の時間軸で産業界のニーズに対応していくことを可能とする。 

 

５ 将来のマルチルールの準備可能性 

プルリの合意は、勿論、メンバー国がＷＴＯメンバーである限りにおいて、Ｗ

ＴＯルールに反することは出来ない。 

ＷＴＯ整合性を踏まえつつ、ＷＴＯのシステムの改善にコミットした国がプル

リで特定の分野について合意をすることは、将来におけるＷＴＯルール改善の

基礎を作る上で極めて重要なベースとなると考えられる。 

イッシューベースのプルリの合意は、定義上、ＷＴＯ加盟国全ての参加によっ

て作られるものではないので、ＦＴＡと同じく、グローバリゼーションが進行

する通商分野の合意としては不完全な性格を持つことを常に念頭に置くべきで

ある。 

 

Ⅴ プルリ合意の制約 

それでは、イッシューベースのプルリ合意を形成して行く上でのどのような制

約があるだろうか。 

 

１ 法的制約 

法的な制約については、ＷＴＯ内の合意か、ＷＴＯ外の合意かで留意点が異な



 

9 
 

る。 

 

１）ＷＴＯ内の合意 

ＷＴＯ内の合意としては、新設に関しては、全員一致が条件となる Annex4 協定

の形が要求される。 

ＩＴＡ、金融・テレコミサービス合意については、先に見たように、Annex4 協

定の新設という形ではなく、既存の枠組みを用い、クリティカルマスを充たす

参加国で合意を形成し、結果をＭＦＮ均てんしている。 

 

①クリティカルマス＋ＭＦＮ均てん 

ＩＴＡ、金融・テレコミサービスの前例がある。 

②コード方式（annex４協定。調達協定型） 

今でも加盟国のコンセンサスで非ＭＦＮ型の Annex4 協定は新設可能である 

（実際には非ＭＦＮ型の合意にコンセンサスが成立するとは思えず非現実的で

あるが）。 

③譲許表方式の拡張（立法論） 

サービス以外の分野にも譲許表方式を導入すべきとの立法論あり。 

法的制約と制定手続きの詳細は資料３参照。 

 

２）ＷＴＯ外の合意 

ＡＣＴＡのケースのように、既存のＷＴＯ規律の強化・補足という形（ＴＲＩ

ＰＳ＋）での規律や、ＷＴＯの規律しない分野での規律導入（例えば競争ルー

ルに関するプルリ）が考えられる。 

ＷＴＯ外のプルリ合意については、ＷＴＯ加盟国であればＷＴＯ整合性が要求

されることはいうまでもない。例えば、ＡＣＴＡのケースについて見れば、Ｔ

ＲＩＰＳ－のプルリ合意はＴＲＩＰＳ協定違反となる。 

競争ルールについてのプルリ合意は、ＷＴＯ協定が競争ルールを規律していな

い現状においては原則ＷＴＯ違反の問題を生じない。 

   

２ 内容的制約  

内容面では、何よりもメンバー国の選定がカギとなる。 

ＷＴＯ内の合意としては、ＷＴＯ加盟国の全員一致で Annex4 協定を作る場合を

除き、ＭＦＮ均てんが原則となると考えられるので、参加国についてクリティ

カルマスを実現することが重要である。 

例えば、ＩＴＡについて言えば、対象品目の世界貿易の約９０％を占める国の
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参加が発効要件（クリティカルマス）とされた。 

クリティカルマスと free ride 問題は密接不可分である。 

クリティカルマスを実現すれば、非参加国の free ride の問題は生じない。逆

に言えば、free ride の懸念が生じる非参加国があるということは、クリティカ

ルマスが実現できていないということでもある。 

今日では、モノでもサービスでも、途上国の世界貿易に占めるシェアが大きく

なっており、主要途上国の参加がプルリ合意成立のカギとなる。 

また、野心のレベル（Ｘ）、参加国数（Ｙ）、合意の成立時期（Ｚ）の３点の関

係を常に考慮しながらプルリ合意については考えて行く必要がある。 

例えば、野心のレベルが高すぎると参加国数は少なくなるし、合意に時間がか

かる。参加国を増やすことに重点を置けば、野心のレベルは低くせざるを得な

い。 

Ｆ＝αX×βY×γZを最大化するような、XYZ のベストミックスを探すことを交

渉において常に考えていくことが必要である7。 

 

Ⅵ ＦＴＡとイッシューベースのプルリ合意 

ＦＴＡはいわば国ベースのプルリ合意であるが、イッシューベースのプルリ合

意とＦＴＡはどう違うのか。 

 

ＦＴＡと違い、イッシューベースのＦＴＡには以下の特徴がある。 

１ 特定分野への対応可能性 

イッシューベースのプルリ合意は、issue specific に対応可能である。 

これに対して、ＦＴＡでは、 substantially all trade をカバーすることが

必要(ガット２４条)との制約があり、分野の「つまみ食い」が出来ない。 

サービスＦＴＡについても、substantial sectoral coverage （ＧＡＴＳ５条）

という制約があり、特定のサービス分野だけを取り出した合意は出来ない。 

２ 柔軟なメンバー国選定可能性 

イッシューベースのプルリの合意の場合には、特定の分野・issue について「志

を同じくする国」（like minded countries）を選択して議論を行うことが出

来る。 

これに対し、ＦＴＡのケースでは、まず国ありきである。国と国との貿易自由

化を行うべきか否かという判断が先行する。 

例えば、ＷＴＯでの議論が進まない分野でのルール作りの議論をＡＣＴＡのケ

ースのように、米とＥＵとの双方を交えて行うことは、ＦＴＡの枠組みでは極

                                                  
7 資料４参照。ＡＣＴＡ交渉の際に実際に使用した表である。 
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めて困難である8。 

３ 非ＭＦＮとは限らない。 

ＦＴＡのケースでは、ガット 24 条、サービス協定５条により、ＷＴＯの原則か

らの例外が認められ差別適用が認められる。ＦＴＡは非ＭＦＮが原則となる。 

（ＴＲＩＰＳについては、こうした規定がないのでＦＴＡの合意内容はＭＦＮ

ベースで適用することが必要である。） 

イッシューベースのプルリ合意の場合は、こうした差別性は必ずしも当てはま

らない9。むしろ、テレコミ合意・金融合意、ＩＴＡに見るように結果がＭＦＮ

均てんされるケースが多い点が注目される。 

 

Ⅶ プルリ合意の今後の可能性 

１ 可能な分野 

それでは、イッシューベースのプルリ合意はどのような分野で可能であろうか。 

イッシューベースのプルリ合意については、次のような様々な分野で検討可能

である。 

１）関税 

ＩＴＡの先例がある。ＩＴＡについては品目拡大の動きあり。環境財等も候補

になりうる。 

２）サービス 

サービスについては、テレコミ・金融サービスの先例がある。同様にして、他

のサービス分野についての検討が可能である。米が中心となり、サービスプル

リの動きが顕在化している。 

３）政府調達 

昨年末改訂合意成立。今後は、参加国拡大が中心論点となろう。 

４）電子商取引 

日本はスイスとのＦＴＡで初めて電子商取引章を導入したが、米は米韓、米豪

等とのＦＴＡで電子商取引の規律を積極導入しており、これらをベースにプル

リの合意を目指す基盤がある。 

５）貿易と投資 

６）貿易と競争 

貿易と投資、貿易と競争については、カンクーン閣僚会議でドーハラウンドの

アジェンダから落ちたが、プルリの枠組みで検討を再開することは十分に検討

                                                  
8 サービスプルリについては、米国はＦＴＡの可能性を主張しており、今後の展開が注目される。 
9 プルリ合意毎の性格による。 
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可能であり、また、その必要性も大きいと考えられる。 

７）基準認証・ＴＢＴ 

ＴＢＴについては、ドーハラウンドの開始に臨み、日本は交渉化を主張したが、

支持を得られなかった。 

他方で、ドーハラウンドが低迷する現在、「非関税」問題や behind the border 

measures に対する関心が強まっている現状にある。 

この分野でのルール整備は、ビジネスの国際化に対応した環境整備という点か

ら欠かせない。 

また、この分野ではＯＥＣＤにおいても多くの知見が蓄積されている。 

この分野は、scope が広く多岐の協定にわたるので、範囲を明確化していく必要

があるが、business friendly なルール策定、グローバルな value chain の構

築という観点から積極的に臨むことが必要である。 

例えば、国際標準の定義問題、best regulatory practices、ＭＲＡ、認証ルー

ル等課題は尽きない。 

ＴＢＴの規律内容をプルリで充実させていくことは十分に考えられる。 

 

以上の分野は例示に過ぎない。他の分野でもプルリ合意の可能性について、柔

軟に検討していく姿勢が必要であり、また、その実現可能性は十分にある。 

また、「ビジネス円滑化協定」のようなサプライチェーン円滑化のための包括的

なプルリ協定を検討することも一案であろう。 

 

２ プルリ合意に向けた最近の動き 

昨年末の第８回ＷＴＯ閣僚会議の結果を受けて、ドーハラウンドのシングルア

ンダーテーキングのくびきから逃れ、イッシュー別の議論が活発化する兆候が

見られる。 

特に、ＩＴＡ、貿易円滑化、サービスでの動きが注目される。 

１）ＩＴＡ 

米日中心に、ＩＴＡの品目追加に向けて議論中である。 

ＥＵは、非関税を一緒に議論しようとしており要注意であるが、関税だけなら

中国等主要途上国との調整を前提に、議論が進む可能性がある。 

２）貿易円滑化 

途上国も含め内容的には大きな問題のない分野であり、進展の可能性が期待さ

れる。 

３）サービス 

米国が、主要分野の自由化、新たな規律導入を目指し激しくロビーしている。 
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米国は、 

①クリティカルマスの形成＋メリットのＭＦＮ均てん（金融・テレコミ合意型） 

②政府調達協定型（Annex4 型） 

③サービスＦＴＡ（ＧＡＴＳ５条） 

のいずれもあり得る、としており、途上国が難色を示す場合、先進国だけのサ

ービスＦＴＡも辞さないとの対応である。中国やインドの free ride を許すよ

うな解は認められないとしており、ＥＵにサービスＦＴＡに賛成するよう強い

圧力をかけている。 

このうち、ＩＴＡとサービスはプルリ合意のコンテクストで議論されている。 

また、貿易円滑化についてもプルリ合意になる可能性があろう。 

ＷＴＯへの信頼を取り戻すためにも、早期にＷＴＯが成果を生むことが不可欠

であり、こうした分野での議論の進展を期待したい。 

さもないと、ＦＴＡ競争はいっそう加熱化し、貿易レジームの分極化が一層加

速するおそれがあろう。 

 

Ⅷ プルリ合意とグローバルガバナンス 

シングルアンダーテーキングとコンセンサスを基礎としたＷＴＯラウンドの意

思決定方式が機能しないことが明らかとなった今日、イッシューベースのプル

リ合意の可能性について検討していくことは不可欠の課題である。 

イッシューベースのプルリ合意は、通商分野での自由化・ルール作りで大きな

成果を挙げてきた手段であり、マルチの意思決定がうまくいかない現状で、そ

の重要性を再認識する必要がある。 

今日は、ＷＴＯ・ＦＴＡ・イッシューベースのプルリ合意の制度間競争の時代

であると言ってもよいだろう。 

イッシューベースのプルリ合意は、過度のＦＴＡ競争と貿易秩序の分極化に歯

止めをかけるものとして期待される。 

グローバルガバナンスの観点からは、イッシューベースのプルリ合意は、マル

チの自由化・貿易ルール作りを補完するものであり、また、将来のマルチルー

ルを目指して設計していく必要がある。 

今後、我が国が、ＷＴＯ・ＦＴＡのみならず、イッシューベースのプルリの枠

組みを使いこなし、通商ルール形成や自由化の中心となることを期待してやま

ない。 

 

    

 



資料１

国ベースの複
数国間合意

WTOルールなし

WTO

GATT９４
annex1～３

協定

GATT24条
ＧＡＴＳ５条

RTA/FTA

annex４協定

政府調達
民間航空機

金融合意
テレコミ合意
ＩＴＡ、ACTA

等

今後、
サービス

電子商取引基
準認証・ＴＢＴ

原産地
等でのプルリ合
意の可能性あ

り

今後、
競争ルール
投資ルール

等
の可能性あり

（投資については
ＴＲＩＭあり。）

＊イッシューベースの複数国間合意について、本稿では、通商ルール作り・自由化
への貢献という観点から、３か国以上のものを検討の対象とする。

通商関係のマルチ合意・プルリ合意

WTOルールあり

複数国間合意（プルリ合意）
マルチ合意

イッシューベースの複数国間合意



資料２

１９４７年～
１９７９～

東京ラウンドコードの導入
１９９５～

ＷＴＯの設立
将来のプルリ合意の取り込

み

ＧＡＴＴ
GATT１９４７
全加盟国参加

GATT１９４７
全加盟国参加

GATT１９９４
全加盟国参加

コード なし

補助金協定
アンチダンピング協定

TBT協定
ライセンス協定
関税評価協定

民間航空機協定
政府調達協定

国際酪農品協定
国際牛肉協定
→非ＭＦＮ型

一部加盟国のみ参加

補助金協定
アンチダンピング協定

TBT協定
ライセンス協定
関税評価協定

は、WTOのAnnex１a協定（全
加盟国参加）に移行
→全加盟国参加

WTO
物品関連協
定Annex1a

なし なし 全加盟国参加

？？
譲許表方式の導入？

クリティカルマス
＋ＭＦＮ均てんによる改正？

WTO
Annex4協定

なし なし

民間航空機協定
政府調達協定
国際酪農品協定
国際牛肉協定

（前２協定のみ現存）
→非ＭＦＮ型

一部加盟国のみ参加

？？
新設手続きの緩和？
（例　クリティカルマス

＋ＭＦＮ均てん）

WTO
サービス協

定
Annex1b

なし なし
全加盟国参加
譲許表方式導入

金融・テレコミ合意方式によ
るセクター合意の追加？

（譲許表の改正）

WTO
TRIPS協定
Annex1c

なし なし 全加盟国参加

？？
譲許表方式の導入？

クリティカルマス
＋ＭＦＮ均てんによる改正？

ガット・ＷＴＯとプルリ合意の位置付け



資料３

Annex4
協定

サービス（金融・
テレコミ）

関税(ITA) ACTA その他

参加国 157 2～ 2～

クリティカルマス
（参加国

金融70か国
テレコミ69か国）

クリティカルマス
ＩＴＡ　約９０％（貿

易量）
(現在９７％
７３か国)

37か国
(10＋ＥＵ２７）

2～ 2～

基本ルール
マラケシュ協定

annex１

ガット２４条
（substantially all

trade)
GATS５条

(substantial
sectoral

coverage)

マラケシュ協定
annex4

GATS
金融議定書

テレコミ議定書
GATT TRIPS ？

新設 参加当事国
WTO加盟国の全

員一致
投票不可

金融・テレコミ議
定書（WTO加盟
国の全員一致）
→参加国の約束
表＋ＭＦＮ免除

表改正添付

参加当事国によ
る閣僚宣言→

参加国の譲許表
改正

参加当事国
？

（分野ごとに要検
討）

参加当事国

改正
WTO加盟国の全

員一致
投票可

参加当事国 参加当事国
ＧＡＴＳ21条

に基づく修正

参加当事国
（各参加国の譲
許表改正という

意味で。）

参加当事国 参加当事国 参加当事国

WTO協定上の義務 YES NO YES
YES

約束表改訂後
YES

譲許表改訂後
NO

？
合意内容次第

ＮＯ

利益のMFN均てん YES（原則） ＮＯ

NO
（航空機・政府調
達協定。今後の
協定については
YESもありうる。）

YES YES
YES

ＴＲＩＰＳはＭＦＮ
例外条項なし

原則YES？
（L/4950)

関連ＷＴＯ協定
の規律と

合意内容次第

ＮＯ

その他

2001年からドー
ハラウンドを加盟
国の全員一致原

則で実施中

分野を選べない
＊

サービスだけの
協定は可能
（ＧＡＴＳ5条）
現在５０５あり

政府調達
民間航空機
の2協定のみ

サービス分野の
プルリの先例

関税分野のプル
リの先例

スタンドアローン
の協定

ＴＲＩＰＳの補足合
意の性格

分野を選べる
＊

ＷＴＯ協定整合
性確保が原則
（分野毎に要検

討）

例えば貿易と競
争のプルリ合意
等がこれに該当

創設 1995 ? 1995 1997 1997 2011 ? ?

＊イッシューベースのプルリ合意について、本稿では、通商ルール作り・自由化への貢献という観点から、３か国以上のものを検討の対象とする。

通商関係のマルチ・プルリ合意の比較

WTOルールあり

イッシューベースの複数国間合意＊

WTOルール
なし

RTA/FTA

（国ベースの複
数国間合意）

複数国間合意（プルリ合意）

WTO

（マルチ）
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